
他機関の保健師等との協働による
50人未満事業場の

保健指導支援体制構築

〇奥田 昌之、吉武 朋子

山口産業保健総合支援センター

2019年11月7日

労働者健康安全機構本部１階大会議室



1-1．はじめに
平成29年度 2地域

小規模事業場へ支援活動の内容紹介
保健師による保健指導サービス提供

課題

１）保健指導の需要はあったが、
利用したい事業場は少なかった。

２）実施した２/９地域以外の事業場の
需要は分からなかった。

３）意見聴取との違いが
理解されていなかった。

４）保険組合の行う保健指導との違いが
理解されていなかった。

本調査研究の計画は、労
働者健康安全機構産業保
健調査研究倫理委員会で
承認を受けた。

研究者は、センターの相談
員等であること以外に、報
告すべき利益相反はない。

需要に
適切に対応する

2



1-2．目的
サービス提供の量・地域を拡大するには、人的資源など
の不足がある。
１)人
どのような形で当センターの活動と協会けんぽとが
協働した保健事業を展開できるかを検討した。
２）場所（地域）
地域窓口全体にチラシを配布し、
保健指導サービス利用に結び付ける効果を検討し、
平成29年度調査と比較した。

多くの事業場に向けて発送費用を抑えたチラシ作成方
法・郵送方法を検討した。
３）保健指導
産業保健総合支援センターの保健指導についての
課題を明らかにした。
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2-1．方法（１） 協会けんぽとの協働活動
に向けて

• 保健師の配置（準備）
当センター（平成30年７月から）
徳山窓口（平成31年１月から）

同じ立場で話し合いができる。

• （平成31年1月）
協会けんぽと協働作業について話し合い

参加者 協会けんぽと当センターの保健師

協働活動の方向性、実施事業について
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2-1．結果（１）
平成30年12月18日

～平成31年3月11日

４回の会議

１．業務の内容を互いに理解

２．健康診断制度の実施方法に
ついて事業場にわかりやすい資
料作成

３．それぞれの活動の機会に配布
健康診断（健康診査）の実施や保
健指導の利用促進を図る
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チェックリスト
健診の違い

連絡先

当センターに保健師を配置することで協会けんぽと同等の立場
作成した資料は年度内に500部しか配布できなかったが、１件の反応
今後効果を見極め、必要な改善を図る必要
（啓発・啓蒙・教育よりも、プロモーションの方がいいのかもしれない。

が協力体制には必要だった。） （働きかけ続けなければならない。）
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2-2．方法（２）県内全地域へのチラシ配布

• 費用を低く抑える

• 広告郵便物用にデザインを変えた。

• 結局A4サイズチラシ１枚

• 県内労働者数10-49人の

事業場に郵送

• チラシ有効発行数に対する

訪問実施数の割合を訪問実施率とし、

平成29年度の結果と比較
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3-1．結果（２）

郵便局の設定している目
的に該当しない ⇒ ボツ

（圧着ハガキは？）

（料金は下がらない、
目立つためには定型サイ
ズ外）

8



3-1．結果（２）

配布 3,593事業場 H29  2,395事業場
11，1月 8，10，12，1月

問い合わせ 11事業場 （1か所2回）
保健師訪問 ５事業場（0.14％） 11（0.45%）

（平成30年を２倍にしてp=0.039）
事業場の健康診断は９月以降の実施されていた。

• これまでの利用経験の少ない地域で多い
（よく利用された地域では少なかったかもしれない）

• 健康診断の実施時期と関係ありそう（結果返却で意識）

業種 労働者数 健康診断実施 意見聴取
事業場１ 医療福祉 19人 11-12月 なし
事業場２ 建設 48人 10月 なし
事業場３ 製造 30人 9-11月 なし
事業場４ サービス 14人 11-12月 なし
事業場５ 医療福祉 10人 2-3月 なし

表 保健指導と健康診断実施時期
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4-1. 方法(3) 保健師活動の課題

• 保健指導をした5事業場

事業場の業種、労働者数、保健指導者数を
集計した。（保健師２名で行った）

• 平成29年度 保健指導 11事業場

平成31年４月に電話調査

今後の利用意向

利用上の課題

平成30年度のチラシの受け取り
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4-2．結果(3)
業種 労働者数 本調査研究で保健指

導した労働者数
特定保健指導を受けた
労働者数

事業場１ 医療福祉 １９人 ４人 ０人
事業場２ 建設 ４８人 ２人 ３人
事業場３ 製造 ３０人 ６人 １０人
事業場４ サービス １４人 ９人 ０人
事業場５ 医療福祉 １０人 ２人 ０人
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当年度 全労働者に指導することはなかった。

（1回の訪問で、時間がかかりすぎない）

特定保健指導と組み合わせていた。

（事業場の意識変化、保険組合との協力）



前年度利用事業場

10/11事業場に電話インタビュー

指導内容もよかったし再度利用したい ２事業場

健康診断結果から判断して今後利用 ２事業場

チラシを受け取った ２事業場

特定保健指導を受けた（ついでに全員） １事業場
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前年度利用事業場
保健指導を利用しない

重複あり

• 保健指導後も生活習慣が元に戻った

• 利用希望労働者がいない

• 労働基準監督署の指導で産業医の意見聴取に合わ

せて保健指導を受けた

• 産業医の意見聴取以外に時間を取ることができない。

製造現場から離れられない、事業場とは別の現場で

仕事がある
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5．まとめ
• 保健師による健康診断後の保健指導の実施

事業場のニーズ
• 利用は少なくてもこれからも広報活動が必要

健康診断に合わせた案内時期
事業場の目にとまるデザイン（ナッジ理論）

• 保健指導
事業場の業務内容や要望に合わせた調整

保険組合の実施する特定保健指導やその他の保健指
導と労働衛生として事業者が行う保健指導の違いが分
かりにくい
作成したチラシを活用し、広報周知啓発活動

健康診断に合わせた取り組み

現在【保健師活動】に利用中
協会けんぽとは連絡
連携は多くない
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今後
山口産業保健総合支援センターのターゲット

利用 労働者100-300人の事業場

促進したい 労働者50未満の事業場

協会けんぽを利用する

協会けんぽからの働きかけ（今回）

健康診断を受ける

健診機関からの働きかけ（次）

「仲間（協働できる人）」を増やす
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